
分野名 改革の理念（考え方）

規制改革（医療）
「真に国民の求める医療制度」のために、医療サービスの質の向上と効率化、安心感が

あり透明・公平な制度を構築するとともに、経済活性化を図る。

●

具体的政策の内容 関係府省

I 9 月未までに措置
Ⅱ　臨時国会で措置

Ⅲ 10 月以降に措置（Ⅱを除く）
（1）14 年3 月までに措置

①通常国会で措置
l（A）14年度予算

l（B）法改正
②その他で措置 ○レセプトの電子化 厚生労働省

・電子的手法による提出を限定している省令の廃止
○保険者機能の強化

・社会保険診療報酬支払基金への審査支払の委託義務通達を速やかに廃
止し、保険者自らが審査支払を行うことを可能とすることにより、平成13年度
中にレセプト審査への民間参入を拡大する。

・保険者と医療機関が診療報酬に係る個別の契約を締結することを可能にす
ることについて速やかに検討を開始し、平成13年度中に結論を得、平成14年
度から実施。

○医療機関経営に関する規制の見直し
・株式会社方式による経営などを含めた経営に関する規制の見直しの検討

・医療法人の理事長要件の廃止を含め見直し、平成13年度中に結論
【以上速やかに実施】

b カルテの電子化・E B M ・医療の標準化（段階的に実施）

・診療ガイドラインの作成

○複数の医療機関による患者情報の共有、有効活用の促進（逐次実施）
○医療機関の広告及び情報提供に係る規制の見直し（将来のネガティブリス
ト化を視野に入れつつ、ポジティブリストへの掲載が困難な場合の説明責任
を明確にし、ポジティブリストの積極的拡充を図る）

○診療報酬体系の見直し（検討・結論）
・定額払い制度の拡大（段階的実施）

・診療報酬、薬価、医療材料価格の決定方法などの見直し（「205円ルール」
の見直し等医療事務の透明化、薬価算定ルールの見直し）

・公民ミックスによる医療サービスの提供など公的医療保険の対象範囲の見
直し（特定療養費制度等による保険診療と自由診療の併用の拡大）（逐次実
施）

○医療機関の業務内容等の経営情報の開示の促進
○医療資機材の内外価格差の是正

○医療分野の労働者派遣規制の見直し

○医療従事者の質の確保
○医師の教育改革の検討（出身大学（医局）にとらわれない広域での医師と
病院をマッチングさせることを可能とする方策の検討）

（2）14 年度中に措置

（3）1 5年度以降に措置 【平成15年度目途】
○カルテの電子化・E B M ・医療の標準化（段階的に実施）
・EB M の樹立

備　　 考
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分野名 改革の理念（考え方）

規制改革（福祉・保育等）
介護・保育サービスの量的拡大・質的向上が急務であるとの問題意識の下、民間企業を

含む多様な経営主体の市場参入の促進、社会福祉法人に関する改革等を図ることによ
り、消費者の多様な選択肢を拡大。

具体的施策の内容 関係府省

I 9月未まで措置
Ⅱ　臨時国会で措置
Ⅲ 10月以降に措置（Ⅱを除く）

（1）14年3月までに措置
①通常国会で措置

1（A）14年度予算
l（B）法改正

（a その他で措置 ○株式会社によるケアハウス等の経営を解禁し、P自方式を活用した公設民 厚生労働省

（文部科学省）

嘗型による整備を促進
○認可保育所基準の見直しの検討及びその周知徹底
・待機児童の多い地域における定員基準の弾力化等既に実施された規制緩
和の地方公共団体に対する周知徹底
・一定の設備に関わる設置基準等の見直し（検討に着手、逐次実施）
○認可外保育施設の法的整備（届出制導入等の児童福祉法の改正）
○公立保育所の民間への運営委託促進
・民間による保育所整備を促進するため、関連通達の見直しによる会計処理
の柔軟化等
（検討に着手、平成13年度内に措置）

t保育所運営の民間参入促進（PFl方式の活用等）
○保育所と幼稚園の施設共用化、保育士資格の名称独占の制度化等
○社会福祉法人に関する制度の運用に関する見直し（行政各部門間の調整
円滑化、規制緩和の周知徹底）
○社会福祉法人に関するインターネット上の情報公開の促進
【以上、速やかに実施】

○グループホームに関する情報公開の推進等
○介護事業者の情報公開、利用者や第三者による評価の推進等
○保育所に関する情報公開、第三者評価の推進
・インターネットによる保育所などの子育て情報の充実
・保育サービスの第三者評価に関するガイドラインの策定
○社会福祉法人の在り方の見直し（速やかに検討を開始し、平成13年度中
に結論）
○社会福祉協議会の役割の見直し

（2）14年度中に措置 ○介護施設に関する施設整備費補助等の見直し 厚生労働省
・特別養護老人ホームのホテルコストの見直し

（3）15年度以降に措置

備　　 考
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分野名 改革の理念（考え方）

規制改革（人材）

大企業を中心とした「一社雇用保障」の崩壊を背景として、下記の方向性で検討
○低生産性部門から高生産性部門への円滑な労働移動の実現
○働き方に関する価値観の多様化に対応し、就労形態の多様化を実現
○新しい労働者に応じた21世紀にふさわしい労働市場システムの整備

具体的施策の内容 関係府省

I 9月未まで措置 ○労働者派遣法の改正 厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

・派遣期間の延長、「物の製造」の業務の派遣禁止の撤廃、紹介予定派遣を
含め、労働者派遣制度全体について、法施行3年後の見直し規定にかかわ
らず調査検討の開始

○裁量労働制の拡大
・企画業務型裁量労働制の見直しについて法施行3年後の見直し規定にか

かわらず調査検討の開始

○職業紹介規制の抜本的緩和等
・学校等以外の者の行う無料職業紹介事業に係る許可制の届出制への移

行を含め、職業紹介制度全体のあり方等について、法施行3年後の見直し規
定にかかわらず調査・検討の開始

・特定求職者雇用開発助成金等における公共職業安定所紹介要件の緩和
○有期労働契約の見直し
t対象労働者範囲の拡大と契約期間の上限を3年から5年に延長することに

ついて、調査検討の開始
○解雇の基準やル二一ルの立法化の検討開始

○募集・採用における制限の緩和 厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

・事業主に年齢制限設定理由の説明を求める内容を盛り込んだ指針の策
定

○紹介予定派遣制度の運用見直し
・派遣労働者が派遣先に雇用されやすくなるような運用の見直し

○能力開発プログラムの充実
・教育訓練給付金制度の講座指定基準等の見直し

Ⅱ　臨時国会で措置 ○労働者派遣法の改正 厚生労働省
・労働者派遣法につき、実施できるものを先行して法改正
（中高年齢者について、現行1年の派遣期間の上限を3年に延長）‾

Ⅲ 10月以降に措置（Ⅱを除く）
（1）14年3月までに措置

①通常国会で措置
i（A）14年度予算
】（B）法改正

②その他で措置 ○職業紹介規制の抜本的緩和（速やかに実施） 厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

・有料職業紹介事業に関する求職者からの手数料徴収規制緩和のための
省令改正
・求人企業から徴収する手数料の上限に係る大臣基準の見直し

○労働者派遣制度の見直し（速やかに結論）
・現在3年派遣が認められている業務の範囲拡大について検討・結論

○有期労働契約の見直し（速やかに実施）
・専門職範囲の拡大のための告示改正

○裁量労働制の拡大（速やかに実施）
・専門業務‘型裁量労働制の対象業務拡大のための告示改正

○就労形態の多様化に対応した社会保険制度の改革等の検討開始
（2）14年度中に措置
（3）15年度以降に措置

備　　 考
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分野名 改革の理念（考え方）

規制改革（教育）

大学教育においては、瀬争的な環境の整備を通じて教育研究活動の活性化を図る。初
等中等教育においては、児童・生徒の能力・適性に応じた教育機会を提供するため、学校
の透明性を高め、多様化を進める。

具体的施策の内容 関係府省

I 9月未まで措置 ○大学、大学院等における社会人の再教育・再訓練の推進方策に係る関係 文部科学省
府省間での検討 厚生労働省

○教育訓練給付制度について大学、大学院等の講座指定の拡大 厚生労働省‘
Ⅱ　臨時国会で措置 ○学校への補助教員を含む公的部門の緊急かつ臨時的な雇用の確保 文部科学省

厚生労働省

文部科学省○大学等の教育訓練資源を活用した中高年ホワイトカラー離職者等への効
乗的な職業能力開発の強化 厚生労働省

Ⅲ 10月以降に措置（Ⅱを除く）
（1）14年3月までに措置

①通常国会で措置
（A）14年度予算 ○競争的資金の拡充による大学における教育研究活動の活性化 文部科学省

○競争的資金による研究者の雇用と博士課痙学生の給与型支援の拡充 文部科学省
○大学等による社会人キャリアアップ教育の拡充 文部科学省
○特別免許状制度や特別非常勤講師制度の一層の活用促進などによる、学文部科学省

文部科学省

校教育の場における社会人の活用の飛躍的な拡大

○新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究
○大学等におけるe－Learningの推進 文部科学省
○地域の大学等を中心とした産学官連携事業による地域経済支援、新事 文部科学省
業・ベンチャー企業創出 経済産業省
○企業経験者の積極的採用や教員が企業毎学校外において研修を受ける 文部科学省

文部科学省
機会の充実
○スクールカウンセラーの配置の推進
○教員を評価し処遇するシステムの確立に向けた調査研究や、学校の評価 文部科学省

文部科学省

システムの確立と全校実施、学校評価の外部公開に向けた調査研究

○初等中等教育における教育内容の充実
○国際的に開かれた教育を推進するための留学生の支援の充実や宿舎等 文部科学省
受入れ体制の整備等の実施＿

（白）法改正
②その他で措置 ○大学教育における公的支援のあり方についての検討 文部科学省

○大学生の学習に対する動機付けの促進（継続的に推進） 文部科学省
○大学教員の評価、結果公表、評価結果に応じた処遇 文部科学省
○短大等が社会人の再教育・再訓練に柔軟に応える機能（いわゆるコミュニ 文部科学省

文部科学省

ティカレッジ）の強化、一年制専門大学院の制度化、大学院の通信制博士課
程の制度化

○大学教員の任期制の推進（能力、宰積に応じた給与等の処遇）
○学科の設置及び学部・学科の改廃を一層弾力化するよう、第三者機関に 文部科学省

国土交通省

よる継続的な評価の在り方の検討や大学設置基準等の見直し

○大学新増設等における工業（場）等制限制度の見直しの検討
○大学運営における第三者評価の実施（継続的に推進） 文部科学省
○国立大学の法人化にともなう、外部からの専門家参加、情報公開等による 文部科学省

文部科学省

透明性の確保や、事務部門のアウトソーシング等運営の自由度の向上の確
保の検討、結論

○コミュニティ・スクールの可能性や課題についての検討
○私立学校の設置促進のための施策の検討（設置基準、「準則主義」、私学 文部科学省

文部科学省
審議会）
○公立学校システムに関する教員人事権のあり方を含めた検討

（2）14年度中に措置
（3）1 5年度以降に措置

備　　 考
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分野名 改革の理念（考え方）

規制改革（環境）

○ 循環型社会の構築
○地球温暖化問題への対応
○ 自然との共生
等を推進し、もって健全で恵み豊かな環境を将来世代へ継承。

●

嶋

具体的施策の内容 関係府省

I 9月末まで措置
Ⅱ　臨時国会で措置
Ⅲ 10月以降に措置（Ⅱを除く）

（1）14年3月までに措置
①通常国会で措置

（A）14年度予算
（B）法改正 ○自動車リサイクル法案及び関連改正法案（道路運送車両法等）の提出

O 「自然との共生を目指す国家戦略」の一環として自然公園法の改正（生態

環境省
経済産業省
国土交通省

環境省

環境省
関係省
環境省
経済産業省
関係府省

系保全を重視した国立公園管理のための制度化等）

○土壌環境保全対策の制度化について立法措置も含めて検討

○地球温暖化問題（京都議定書の批准に備えた総合的な対策等）

②その他で措置 ○廃棄物・リサイクル問題に係る中間とりまとめ（廃棄物の定義・区分の見直 環境省
し）

（2）14年度中に措置 ○廃棄物・リサイクル問題に係る検討とりまとめ（廃棄物の定義・区分の見直 環境省
し、拡大生産者責任の導入、不法投棄跡地等の修復対策の強化等） 関係省

○企業等による環境保全に係る自主的取組の推進 環境省
経済産業省

環境省
国土交通省

○都市のヒートアイランド現象の解消に向けた取組の推進

（3）15年度以降に措置

備　　 考
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分野名 改革の理念（考え方）

規制改革（都市再生）

○ 透明で公正な不動産取引を確保する観点から、不動産市場を再構築。
○ 日本の都市の魅力、国際競争力が低下していることから、都市の効用を高めるための
各種制度の見直し。
○ 分譲マンション等の建替需要急増への対応の必要性から、建替えに関する制度の整
備。

具体的施策の内容 関係府省

I 9 月末まで措置 ○インターネットを活用したリフォーム事業者情報や標準的なリフォーム工事 国土交通省

国土交通省

契約書等の提供を開始。・

○保育所等生活に不可欠な福祉・子育て支援施設等を併設する駅や駅前ビ
ル等に対する容積率の緩和に関する技術的な助言を地方公共団体に通知。

Ⅱ　臨時国会で措置

Ⅲ 10月以降に措置（Ⅲを除く）
（1）14 年3月までに措置

（D 通常国会で措置
（A）14 年度予算 ○都市部における地籍調査の計画的かつ集中的な実施。 国土交通省

○中古住宅の維持管理等に係る履歴情報登録システムの試験運用の実施。国土交通省

（B）法改正 ○固定資産課税台帳の縦覧対象範囲の拡大等。 総務省
○マンション建替え円滑化のため、再建建物への権利の円滑な移行等に係 国土交通省
る法制度等の導入。

②その他で措置 ○地価公示価格情報の一層の開示（取引当事者、取引対象地等が特定され 国土交通省

国土交通省

法務省

国土交通省

ない範囲で、評価の手続、評価に用いた基礎的情報を閲覧等により一般に
公開）。

O より収益性を重視する方向での不動産鑑定評価基準の見直しについて基
本的事項を整理・公表。

○抵当権を中心とした担保津制及びその実行としての執行手続等に関する
法制について、現行短期賃貸借制度の廃止を基本とする検討を含めた見直
L を行い、改正に向けた試案を公表。

○容積率の根拠について説明責任を栗たすよう地方公共団体に要請。

○公共用地取得の積極的推進。 国土交通省
0 合意形成プロセスにおけるルールの運用徹底による市街地再開発事業進 国土交通省

国土交通省

国土交通省
総務省
法務省

捗の迅速化。

○耐火建築物の割合の算定における除外建築物の拡充等市街地再開発事
業の施行区域要件の見直し。

○地方公共団体が独自に定めている指導要綱の実態把握の調査実施。

○建替え要件の見直し等区分所有法の改正に向けた試案の公表。
○中古住宅（戸建住宅）の質を者慮した価格査定システムを構築・スタート。 国土交通省

○中古住宅に係る性能表示基準及び評価方法基準の変更の試案を作成。 国土交通省
【平成14年度に制度化】

（2）14 年度中に措置 ○土地の取引価格情報について、国民からの要請に応じて適切な形で提供 国土交通省

総務省

できる仕組みの早急な検討ふ

○固定資産税評価額に関する情報開示の一層の拡充。
○不動産鑑定評価基準について、より収益性を重視する方向での改正。 国土交通省

○重要事項の説明範囲拡大等透明かつ公平な媒介契約の在り方の検討。 国土交通省
○居住用建物の定期借家権への切替を認めることを検討。 法務省

○借地借家法上の正当事由制度について客観的要件の導入を検討。 法務省
○抵当権を中心とした担保法制及びその実行としての執行手続等に関する 法務省

法務省

法制について、現行短期賃貸借制度の廃止を基本とした検討を含めた見直
し関係法案を国会に提出。

○土地境界紛争に関する裁判外紛争処理制度について検討。

○集団規定の性能規定化及び算定方法見直し等による容積率規制の合理 国土交通省

国土交通省

化の検討。

○多様な主体がまちづくりに参画できる仕組みの導入。
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○地方公共団体が独自に定めている指導要綱の実態把握の調査結果を公 周土交通省
表するとともに、不明瞭な基準による指導要綱行政については、法令の趣旨 総務省

国土交通省
警察庁

国土交通省

こ照らし適正なものとなるよう、必要な場合には条例化することや一定期間ご
との見直しをすること等を地方公共団体に要請。

○道路占用・使用許可の運用等の改善。

○ピークロードプライシング導入に向けての条件整備を含めた検討。

○建替え要件の見直し等区分所有法の改正法案を平成14年秋までに作成。法務省
○中古住宅（マンション）の質を考慮した価格査定システムを構築・スタート。 国土交通省
○総合設計制度の積極的活用等による既存不適格マンション建替えの円滑 国土交通省

国土交通省

化。

○中古住宅に係る性能表示基準及び評価方法基準を変更し、制度化。

（3）15 年度以降に措置

備　　 考
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